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土木設計マニュアルⅠ（積算編）の名称変更及び改訂 → 土木設計施工マニュアル（積算編）

改 正 後 （新） 改 正 前 （旧）

第３章 設計図面作成要領 第３章 設計図面の作成要領

土木設計施工ﾏﾆｭｱﾙ（積算編） 新旧対照表
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改 正 後 （新） 改 正 前 （旧）

３－１ 適 用 範 囲 ３－１ 適 用 範 囲

設計図面は，本要領により作成する。 設計図面は，本要領により作成する。

（解説）

（解説） １．設計製図は，本要領によるほか， 「土木製図通則」土木学会制定「土木製図基準」による。JIS A 0101
１．設計製図は，本要領によるほか， 「土木製図通則」土木学会制定「土木製図基準」による。 ２．建設省土木構造物標準設計に収録されている場合は，その呼び名を明示することにより構造図等を省略することJIS A 0101
２．建設省土木構造物標準設計に収録されている場合は，その呼び名を明示することにより構造図等を省略すること ができる。

ができる。 ３．添付図面は陽画焼付紙，または複写紙を使用する。

３．添付図面は陽画焼付紙，または複写紙を使用する。

４． による図面の作成については，本要領に記載のないものは国土交通省制定「ＣＡＤ製図基準(案)」を準用すCAD
る。

３－２ 図面等の種類 （略）

３－２ 図面等の種類 （略）

３－３ 図面の大きさ

１．図面の仕上がり寸法は表３－１に示すものとし，Ａ－２版を標準とする。ただし，長手方向には必要に応３－３ 図面の大きさ

１． 長手方向には必要に応じて延長することができ じて延長することができる。原図（設計業務委託等成果）の大きさはＡ－１版を標準とし，

る。 ２．工事内容に応じて、判読可能なものは，縮少図（Ａ－３版程度 両面）とする。,
２． ３．上記によることが適切でない場合は、この限りではない。発注図面（設計図）の大きさはＡ－３版（縮小版）を標準とする。ただし，平面図，縦断図，標準横断図等の

全体図及び縮小版では判読不能となる図面については，Ａ－１版を使用してもよい。

３．上記によることが適切でない場合は，この限りではない。

訂正 用紙の縁

ｃ＝・・削除

図３－１ 道路，河川，砂防，ダム，港湾，県単，その他

図３－１ 道路，河川，砂防，ダム，港湾，県単，その他
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表題
輪郭線

用紙の縁

a=20m/m
b=20m/m

土木設計施工ﾏﾆｭｱﾙ（積算編） 新旧対照表
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改 正 後 （新） 改 正 前 （旧）

３－４ 図面の正位 （略） ３－４ 図面の正位 （略）

３－５ 原図 ３－５ 原図の大きさ，紙質

原図には，青写真切取線（図面仕上げ寸法）のほか，ａ，ｂの間隔をとり，原図の破損を防護する。原図は青写真切取線（図面仕上げ寸法）のほか，ａ，ｂの間隔をとり，原図の破損を防護するものとし，紙質はマ

トレースの紙質は，下記のとおりとし，トレーシングペーパーにおいては縁を保護する。イラー（２００番程度）又は，艶消中厚いトレーシングペーパーを標準とする。

平 面 図 マイラー（２００番程度）第二原図を作成する場合は，トレーシングペーパーを原則とし，設計変更時には改めて原図を作成しない。

その他の図面 マイラー（２００番程度）

又は，艶消中厚いトレーシングペーパー及び上記同等程度の第２原図

３－６ 図面の折りたたみ （略） ３－６ 図面の折りたたみ （略）

３－７ 表 題 欄 （略） ３－７ 表 題 欄 （略）

３－８ 文 字（数字を含む） （略） ３－８ 文 字（数字を含む） （略）

３－９ 図面 ３－９ 図面の袋入目録

図面袋又は成果品箱の表面には，添付図面の内容を，次の様式により記入又は添付する。図面袋には，下表に示す図面目録を添付する。

設計変更時は変更する図面のみを作成し，変更内容を図面目録に明示する。また，原図は発注原図を修正することを

。 ， 。原則とし極力第２原図を作成しないように心がける 変更のない図面は 必要に応じて当初図面を複写して添付する

設計成果品は製本又は箱入りとし，上記の様式により記入したものを箱の蓋の裏側に添付するものとする。

工事発注図面の場合は袋入とし，上記の様式により記入したものを袋の面に添付する。

土木設計施工ﾏﾆｭｱﾙ（積算編） 新旧対照表
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改 正 後 （新） 改 正 前 （旧）

３－１０ 作成部数 ３－１０ 作成部数

作成部数は，下表を標準とする。ただし， 作成部数は、下表を標準とする。ただし、適正な閲覧ができるよう適宜数量増刷することができる。状況に応じて適宜数量増減してもよい。

中略 中略

「 」 ， （ ）「設計図書等に関する質問書・回答書」により質問があった場合，監督職員は設計書，設計図書（仕様書等）を参 閲覧時 設計図書等に関する質問書・回答書 により質問があった場合 監督職員は設計書・仕様書 発注者保管

を参照し回答する。閲覧後不要となった仕様書・図面は，監督職員(控)として，工事監督・設計変更作業等に有効利照し回答する。閲覧後不要となった設計図面は監督職員(控)として工事監督・設計変更作業等に利用する。

用する。

土木設計施工ﾏﾆｭｱﾙ（積算編） 新旧対照表


